
平成 30年 12月３日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令（環境省令第

二十五号）が公布されました。 

主な改正概要は、以下のとおり水銀使用製品産業廃棄物に新たに水銀使用製品が追加された改正となっ

ております。 

 

【改正の経緯】 

水銀廃棄物の規制に関しては、平成 27年 11月 11日に、水銀に関する水俣条約（以下「条約」という。）

の的確かつ円滑な実施を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政

令（平成 27年政令第 376号。以下「改正令」という。）が公布されました。平成 29年６月９日には、

水銀使用製品産業廃棄物やその処理基準等を定めた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一

部を改正する省令（平成 29 年環境省令第 10 号。以下「改正省令」という。）を含む関係省令等が公布

され、同年 10月１日に改正令と併せて施行されたところです。 

今般、水銀使用製品産業廃棄物の対象となる水銀使用製品を定めた新用途水銀使用製品の製造等に関す

る命令（平成 27 年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国

土交通省、環境省令第２号。以下「新用途製品命令」という。）が改正され、新たな水銀使用製品が追

加されたことに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46年厚生省令第 35号。以下

「規則」という。）において、水銀使用製品産業廃棄物の適正な処理を担保するため所要の改正を行っ

ております。 

 

【改正の内容】 

①水銀使用製品産業廃棄物の対象となる水銀使用製品及びあらかじめ 水銀の回収が必要な水銀使用

製品の追加 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号。以下「法」という。）第 12条第１項に

基づく水銀使用製品産業廃棄物は、規則第７条の２の４各号に掲げる製品が産業廃棄物となったものと

されているところ、同条第１号においては、新用途製品命令第２条第１号又は第３号に定める水銀使用

製品のうち、規則別表第４に掲げるものとされております。 

また、水銀等の割合が相当の割合以上である水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等について

は、規則第７条の８の３の規定により、水銀使用製品産業廃棄物のうち、規則別表第５に掲げるものが

産業廃棄物となったもの等とされています。 

今般、新用途製品命令が改正され、新たに６製品（以下の表を参照）が追加されたことから、規則別表

第４の水銀使用製品産業廃棄物の対象となる水銀使用製品に当該６製品を加えるとともに、そのうち、

水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上であり、あらかじめ水銀の回収が必要な水銀使用製品産業

廃棄物の対象となる水銀使用製品として、規則別表第５に３製品を加えるものです。 

ほか、一部水銀使用製品産業廃棄物の定義について適正化を行っております（規制内容に変更を加える

ものではありません。）。 

 

※以下の水銀使用製品を水銀使用製品産業廃棄物に追加 

新たに追加予定の水銀使用製品  水銀の回収義務 

放電管（水銀が目視で確認できるものに限り、放電ランプ（蛍光ランプ及びＨＩＤランプを含む。）を

除く。）      ○ 



水銀圧入法測定装置       － 

ガス分析計（水銀等を標準物質とするものを除く。）        － 

容積形力計   ○ 

滴下水銀電極  ○ 

水銀等ガス発生器（内蔵した水銀等を加熱又は還元して気化するものに限る。）    － 

 

②廃水銀等を排出する特定施設の改正 

法第２条第５項に基づく、特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等（廃棄物の処理及び清掃に関する法

律施行令（昭和 46 年政令第 300 号）第２条の４第５号ニで規定する廃水銀等をいう。以下同じ。）は、

規則第１条の２第５項各号に掲げられているところ、同条第１号においては、規則別表第１に掲げる施

設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物とされています。 

今般、新用途製品命令が改正され、新たな水銀使用製品が追加されることに伴い、規則別表第４に掲げ

る水銀使用製品産業廃棄物に水銀圧入法測定装置（別名：ポロシメータ）が追加されることから、引き

続き水銀圧入法測定装置を有する施設から生じた廃水銀又は廃水銀化合物を特定管理産業廃棄物とし

て管理するよう、所要の改正を行うものです。 

 

【施行日】 

施行日は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行（平成 31年３月３日）となります。 

 

つきましては、本改正に留意の上、その運用に遺漏なきを期するようお願いいたします。 

また、本改正に伴う通知やガイドラインの改定などは、追って御連絡差し上げる予定です。 

 

以上、お忙しいところ恐れ入りますが、御確認のほどよろしくお願いいたします。 

 

以下の官報掲載 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令（環境省令第二十五号） 

（https://kanpou.npb.go.jp/20181203/20181203g00266/20181203g002660004f.html） 

 

・新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令（内閣府・総務・財務・文部科学・

厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第四号） 

（https://kanpou.npb.go.jp/20181203/20181203g00266/20181203g002660001f.html） 
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